
 

   鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例 

令和４年１２月１３日条例第１７号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「法」という。）の施行に関し必要な事項及び市における個人情報の適正な取

扱いに関し必要な事項を定めることにより、市民の基本的人権の擁護を図るとと

もに、市政に対する信頼の確保に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保

護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」という。）で使

用する用語の例による。 

 （市の機関の責務） 

第３条 市の機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要

な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者（法人その他

の団体（行政機関等を除く。）及び事業を営む個人をいう。次条において同じ。）

及び市民の意識啓発に努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第４条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとと

もに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理

に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害

することのないよう努めなければならない。 

 （開示請求の手続） 

第６条 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定め

る事項を記載するものとする。 

 （開示決定等の期限） 

第７条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して１４日以内にしな

ければならない。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあ

っては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。こ



 

の場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び

延長の理由を書面により通知しなければならない。 

 （開示決定等の期限の特例） 

第８条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった

日の翌日から起算して４４日以内にその全てについて開示決定等をすることによ

り事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわ

らず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期

間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定

等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、前条第１項に規定する期間

内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

（１） この条の規定を適用する旨及びその理由 

（２） 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 （開示請求に係る手数料等） 

第９条 法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料

とする。 

２ 法第８７条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情報が電磁的

記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複

製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は

出力したものの交付。以下この条において同じ。）により保有個人情報の開示を

受ける者は、当該写しの交付に要する費用（令第２８条第４項の規定により写し

の送付を求める場合には、当該送付に要する費用を含む。）を負担しなければな

らない。 

 （訂正請求の手続） 

第１０条 訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定

める事項を記載するものとする。 

 （利用停止請求の手続） 

第１１条 利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、規則

で定める事項を記載するものとする。 

 （審査会への諮問及び報告） 

第１２条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な

取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると

認めるときは、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年鎌ケ谷

市条例第６号）第１条の規定により設置する鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審

査会（以下「審査会」という。）に諮問することができる。 

（１） この条例の全部又は一部を改正し、又は廃止しようとする場合 

（２） 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようと

する場合 



 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、法第３章第３節の施策を講ずる場合であっ

て、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴く

ことが特に必要であると認めるとき。 

２ 市の機関は、法第６９条第２項各号に規定する利用及び提供の実施状況を取り

まとめ、これを審査会に報告するものとする。 

 （運用状況の公表） 

第１３条 市の機関は、毎年１回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、こ

れを公表するものとする。 

 （委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の鎌ケ谷市個人情

報保護条例（以下「旧条例」という。）第１２条、第２０条、第２３条及び第

２５条の規定による請求がされた場合における改正前の条例に規定する保有個人

情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。 

 （鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

３ 鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１７年鎌ケ谷市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「及び鎌ケ谷市個人情報保護条例（平成１２年鎌ケ谷市条例第１号。

以下「個人情報保護条例」という。）」を「、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）及び鎌ケ谷市個人情報の

保護に関する法律施行条例（令和４年鎌ケ谷市条例第１７号。以下「個人情報保

護法施行条例」という。）」に改める。 

 第３条第１項中「の各号」を削り、「実施機関」の次に「又は市の機関」を加え、

第２号から第４号までを削り、同項第５号中「個人情報保護条例第２７条」を「個

人情報保護法第１０５条」に改め、同号を同項第２号とし、同項第６号を同項第

３号とし、同項第７号中「前各号」を「前３号」に改め、「情報公開制度」の次に

「の運営に関する重要事項」を加え、「個人情報保護制度の運営に関する重要事

項」を「個人情報保護法施行条例第１２条各号に規定する個人情報の適正な取扱

いを確保するための事項」に改め、同号を同項第４号とし、同条第２項中「実施機

関」の次に「又は市の機関」を加える。 

 第８条第１項中「実施機関」の次に「又は市の機関」を加え、同項から同条第４

項までの規定中「諮問実施機関」を「諮問機関」に改める。 



 

 第１２条中「第５号」を「第２号」に改める。 

（鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する経過措置） 

４ 前項の規定による改正後の鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定

は、施行日以後に諮問されたものについて適用し、同日前に諮問されたものにつ

いては、なお従前の例による。 

（鎌ケ谷市介護保険条例の一部改正） 

５ 鎌ケ谷市介護保険条例（平成１２年鎌ケ谷市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

第６条第２項中「鎌ケ谷市個人情報保護条例（平成１２年鎌ケ谷市条例第１号）」

を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び鎌ケ谷市個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年鎌ケ谷市条例第１７号）」に改める。 

（介護認定に係る情報の開示請求に関する経過措置） 

６ 前項の規定による改正後の鎌ケ谷市介護保険条例第６条第２項の規定は、施行

日以後に同条第１項の規定によりされた介護認定に係る情報の開示請求について

適用し、同日前にされた請求については、なお従前の例による。 

（準備行為） 

７ この条例の施行日前においても、必要な準備行為をすることができる。 

 


